
船舶事故調査報告書 

平成２８年５月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１月６日 １４時１８分ごろ 

発生場所 広島県尾道市向島観音埼南南西方沖 

 大浜埼灯台から真方位１１９°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２０.６′ 東経１３３°１２.２′） 

事故の概要  砂利運搬船兼貨物船第五十八親
おや

力
りき

丸は、南南東進中、また、貨物船

第八祐
ゆう

徳
とく

丸は、錨泊中、両船が衝突した。 

 第五十八親力丸は、左舷船尾部のハンドレールに曲損等を生じ、ま

た、第八祐徳丸は、右舷船尾部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１月７日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利運搬船兼貨物船 第五十八親力丸、１,３５７トン 

   １２８５１８、親力海運株式会社 

Ｂ 貨物船 第八祐徳丸、１９９トン 

   １３４８４５、株式会社新光海運 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部のハンドレール及びボラードに曲損等 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮流 北西流約１.２ノット（布刈
め か り

瀬戸） 

 事故の経過  航海士Ａは、船首方にＢ船を視認した際、Ｂ船の船尾方が見えてい

るので、Ｂ船はＡ船より速力の遅い同航船であり、追い越すまでには

時間があると思い、周囲の小型船に注意を向け、航行を続けていたと

ころ、Ｂ船と至近に接近してＢ船が錨泊していることに気付き、キッ

ク効果で避けようとして、右舵を取った後、直ちに左舵を取ったが、

間に合わず、衝突した。 

 Ｂ船は、機関修理のために錨泊し、錨泊中であることを示す黒色球

形形象物を船首に掲げていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船尾方に接近するＡ船を認め、Ａ船がＢ船の船尾

方約１Ｍに接近してもＡ船の針路及び速力に変化が見られないので、

Ａ船に対して汽笛を吹鳴した。 

分析  Ａ船は、航海士Ａが、Ｂ船を同航船だと思い、周囲の小型船に注意

を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が錨泊船で



 

あることに気付くのが遅れたものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、接近するＡ船を認め、汽笛を吹鳴して注意を喚

起したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の航海士Ａが見張りを適切に行っていなかったた

め、Ａ船が錨泊中のＢ船に衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 


